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本市における広域避難者の受入れについて 

 

 

1. 概要 

宮城県「避難計画［原子力災害］作成ガイドライン」に基づく本市の広域避難者受入れに際して想

定される業務の内容を記す。 

 

2. 避難予定人数と連絡体制 

(1) 避難元自治体の避難予定人数 

避難元自治体 本市への避難予定人数 避難先 

石巻市 40,605人 青葉区、宮城野区、若林区の市有施設 

東松島市 24,200人 太白区、泉区の市有施設等 

 

 

 

(2) 広域避難時の情報の流れ 
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3. 避難者の動きと本市の受入れ業務 

(1) 事故の進展による本市及び避難元自治体の対応一覧 

 放射性物質放出前   放射性物質放出後 

EAL 

（警戒事態） 

EAL 

（施設敷地緊急事態） 

EAL 

（全面緊急事態） 

OIL1による避難又は 

OIL2による一時移転 

避
難
元
自
治
体
の
対
応 

・本市への連絡 ・本市への連絡 

・避難の実施により、

健康リスクが高まる

要配慮者の避難元自

治体における屋内退

避施設の開設準備 

・本市への連絡（受入

れ要請） 

・住民の屋内退避 

・避難の実施により、

健康リスクが高まる

要配慮者の避難元自

治体における屋内退

避施設の開設及び運

営 

避
難
又
は
一
時
移
転
が
な
さ
れ
た
避
難
元
自
治
体
の
対
応 

・本市への連絡 

・OIL1に応じた一部住民

の避難の実施 

・OIL2に応じた一部住民

の一時移転の実施 

・避難の実施により、健康

リスクが高まる要配慮者

の避難元自治体における

屋内退避施設の運営 

・本市における避難所等の

開設及び運営 

本
市
の
対
応 

― 

・避難施設状況の確認 

・避難所担当部の決定 

・受入れ可否の判断 本
市
の
対
応 

・避難所受付ステーション

の開設及び運営 

・避難所の開設及び運営 

 

(2) 避難者の避難行動について 

 

① 避難者は、事態の規模、時間的な推移に応じて、放射性物質による汚染が原子力災害対策指針に

基づく基準の値を超え、又は超える恐れがあると認められ、国等から指示があった場合に避難等

を行う。 

② 避難者は、避難元自治体の指示に基づき、自宅や一時集合場所等から自家用車やバス等により指

定された退域検査ポイント※1に移動する。 

③ 避難者は、原則として、県が設置する退域検査ポイントにおいて検査を行った後※2に、本市の設

置する避難所受付ステーションに移動する。 

避難所 
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④ 避難者は、避難所受付ステーションにおいて受付を行った後、行政区ごとに指定された避難所に

移動する。 

※1 原子力発電所から 30km圏の境界周辺の避難経路上に県が設置する 

※2 検査は県が原子力事業者と連携して行う 

 

(3) 避難所受付ステーションの開設及び運営について 

① 開設者及び運営者 

避難者を迅速かつ効率よく使用可能な避難所に割り振るために設置する。また、各避難所の避難

状況を把握し、その情報を基に市災害対策本部を通じて県との連絡調整を行う。 

避難所受付ステーションの開設及び運営は、避難開始が切迫若しくは避難を実施している状況下

で行うものであり、避難元自治体は住民防護に対して組織の全力を挙げなければならない状況であ

ることから、受入れ側である本市が主体的に実施する。 

② 避難所受付ステーションにおける業務 

業務名 業務内容 

受付事務 避難者の受付、避難所への振分 

情報連絡調整事務 避難所、県との連絡調整 

会場整理事務 車両整理 

 

(4) 避難所の開設及び運営について 

① 開設者及び運営者 

原則として避難所の運営は避難元自治体の責任において行うが、避難元自治体の体制が整うまで

の間、開設や避難者受入れなどの初期段階の避難所運営については、本市が主体的に行う。 

② 避難所における業務 

業務名 業務内容 

総務・広報 

・避難所の総括管理 

・避難所受付ステーションへの報告 

（開設状況等） 

・避難所受付ステーションとの連絡調整 

運営 

・避難者の受付、名簿作成 

・避難所におけるスペースの整理 

（居住スペース、共有スペース等） 

・災害情報の提供 

・鍵の管理 

・救護・支援に関すること 

誘導 
・避難所周辺及び駐車場の交通整理 

・避難者の誘導、案内 

 


